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こんにちは保健師ですこんにちは 保  健  師 です。。
ほ けん し

　今月の担当は、藤森　裕美です。

　簡易脳検診（脳ドック検診）は脳梗塞や脳腫瘍、脳動脈瘤などの脳疾患を早期に発見することのできる

検診です。健康管理のため、ぜひ検診を受けませんか？
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満３０歳以上の町民　定員１３０名
※次に該当する方は今年度の簡易脳検診（脳ドック検診）対象外となります。
　①令和２年度および令和３年度に簡易脳検診（脳ドック検診）を受診された方
　②心臓ペースメーカーや脳動脈クリップなど体内に金属が埋め込まれている方
　　（人工関節の場合は主治医の許可が必要になります。）
　③脳血管疾患等で治療歴のある方または、医療機関で経過観察中の方
　④妊娠されている方

対　象
及び
定　員

令和４年７月６日（水）から令和５年３月２４日（金）までのうち、
病院が指定する日時（午後から１日２～３名ずつ）

検診期間
及び
検診時間

函館新都市病院（函館市石川町）※病院への送迎はありません。検診場所

頭部ＭＲＩ（脳の断層写真）、頭部ＭＲＡ（脳の血管撮影）、頚部Ｘ線撮影、血圧測定、
血液検査、尿検査

検診内容

４，７００円（ただし、生活保護世帯は無料）検査料金

６月１３日（月）午前８時４５分から申込受付
役場保健福祉課　保健推進係（℡：７－５２９１）

申込先

令和５年３月１０日（金）まで（随時申込みを受け付けています。）締切日

　例年、定員を超えた場合は受診者と検診日時を抽選会で決定していましたが、今年度も
昨年と同様に新型コロナウイルス感染症対策で抽選会は実施せず、先着順となりますので
ご了承ください。

抽選会

煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

※お申し込み・お問い合わせ先　役場企画振興課　広報広聴係（℡：７－５２９７）
～ 今 月 の 主 な 内 容 ～

日本脳炎ワクチン予防接種について
　北海道では、これまで４０年以上日本脳炎の患者がなく、感染を媒介する蚊も生息していないため、予防
接種を行う必要のない区域に指定されていました。
　しかし、道民が日本脳炎の発生している道外や海外に行き来する機会が増え、日本脳炎に感染する可能
性が高まっているため平成２８年４月より、定期予防接種として行っています。
　詳しい定期接種の概要は次のとおりです。生年月日により対象期間が異なりますのでご注意ください。
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１　平成２１年１０月２日以降に生まれた方
【１期】①対象年齢：生後６か月から９０か月（７歳６か月）に達するまで
　　　　　　　　　　※標準的な接種年齢は初回免疫が３歳、追加免疫が４歳。
　　　　②接種回数：初回免疫２回と追加免疫１回。合計３回　
　　　　③接種間隔：初回免疫は６日以上の間隔をあけて２回接種し、その後、６か月以上の間隔をおい
　　　　　　　　　　て追加免疫を１回接種。
　　　　　　　　　　※標準的な接種は、初回免疫は６～２８日の間隔をあけて２回接種します。
　　　　　　　　　　　２回目の接種終了後、おおむね１年の間隔をあけて追加免疫１回を接種します。
【２期】①対象年齢：９歳以上１３歳未満（１３歳の誕生日の前日まで）
　　　　②接種回数：１回　※標準的な接種年齢は９歳です。　　
　《留意事項》
　　①標準的な接種年齢（１期は３歳～４歳、２期は９歳）での接種をお願いします。
　　②生後９０か月（７歳６か月）を超え９歳未満の間及び１３歳を超えた方は定期接種の対象外になります。
　　③生後９０か月（７歳６か月）に達するまでに１期接種３回を完了できなかった方が、残り回数分を９
　　　歳に達してから接種することはできません。

２　平成１９年４月２日から平成２１年１０月１日までの間に生まれた方（特例措置対象者）
　　　当該生年月日の方は特例措置の対象になります。生後９０か月（７歳６か月）に達するまでに１期接
種を完了できなかった方は、残りの回数を第２期（９歳以上１３歳未満）の間に接種することができま
す。

　　○過去に接種歴のない方
　　　　９歳以上で接種を始める方は、１３歳に達するまでの間に、１回目から２回目は６日以上（標準的

には６～２８日）、２回目から３回目は６か月以上（標準的にはおおむね１年）、３回目から４回目
（２期）は６日以上の間隔をあけて接種。

　　○過去に接種歴のある方
　　　　１３歳に達するまでの間に、６日以上の間隔をあけて残りの回数（最大４回のうち、すでに接種し

た分をのぞいた回数）を接種。

３　平成１９年４月１日以前に生まれた方で２０歳未満の方（特例措置対象者）
　　　当該生年月日の方は、特例措置の対象になります。２０歳に達するまでの間に１期３回、２期１回の
計４回の接種が可能です。

　　○過去に接種歴のない方
　　　　１回目から２回目は６日以上（標準的には６～２８日）、２回目から３回目は６か月以上（標準的に

はおおむね１年）の間隔をおいて３回目を接種。３回目から４回目は６日以上（おおむね５年の間
隔をあけることが望ましい）の接種間隔により接種。

　　○過去に接種歴のある方
　　　　６日以上（３回目の接種の場合は前回接種から６か月以上）の間隔をあけて残りの回数を接種。

※予診票は、以前に送付しておりますが、お手元にない場合はご連絡ください。

※お問い合わせ先　役場保健福祉課　保健推進係（℡：７－５２９１）

函館市および北斗市、七飯町の小児科等
※町内の医療機関では接種できませんので、ご了承ください。実施場所

予診票、母子健康手帳　　　　※接種料金は無料です。持ちもの

①各自で医療機関に予約をしてください。
②予診票に記入し、接種当日医療機関に持参し、接種を受けてください。受 け 方


